
三戸のお精霊流し（おしょろながし）・三浦市　初声町三戸に伝わるお盆の行事。毎年８月16日の早朝、５ｍほ
どある藁の船（お精

し ょ ろ
霊船

ぶね
）に 精霊やお供物を乗せて、子供たちが泳ぎながら沖へと曳いて先祖の霊を送り出す。
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新会長に渡辺治夫氏が就任
第5回通常総会開催
総会講演会

「経済ニュースのウソを見抜け!」
講師：経済評論家　上念　司 氏

特　集

公益社団法人

法人会

消費税期限内納付

横 須 賀 法 人 会 ニ ュ ー ス み な と

MIN TO



2

新会長に渡辺治夫氏が就任
第５回通常総会を開催

6月14日㈬　於:よこすか平安閣

６月14日㈬、よこすか平安閣に於いて公益社団法
人横須賀法人会『第５回通常総会』が開催された。

当日は、横須賀税務署 田中敏法署長、横須賀県税
事務所 久野達也副所長ほか、友誼団体等から多くの
ご来賓に臨席を頂き、菅原会長を議長に議事が進行さ
れた。

法人会の可能性に期待
菅原英明会長は、冒頭の挨拶で「平成28年度は、

e-Taxやマイナンバー制度の利用推進等の税務行政へ
の協力、税制改正要望活動、研修会・講演会等の経営
支援事業、米海軍第７艦隊音楽隊演奏会等の社会貢献
活動など、公益事業について順調に実施することがで
きた。

特に、青年部会の租税教室事業、女性部会の『税に
関する絵はがきコンクール』事業に対して、横須賀税
務署長感謝状を受彰したこと、新設法人や決算法人の
説明会で新たに『税務コンプライアンス自主点検
チェックシート』の利用を積極的に推進した」などと
事業経過を報告し、この春の叙勲で旭日双光章を受章
するなど、自身のこれまでの経歴を振り返り、「長年
法人会でお世話になった経験から言えることは、多く
の経営者の皆様と出逢い、一緒に税務行政への協力や
社会貢献活動など様々な事業に関わることができ、本
当に良かったと思えることです。法人会は、国や地域
に対して大いなる可能性を持つ団体だと確信します。
これからも新たな時代の皆様の横須賀法人会の活動に
大きな期待を寄せてまいりたいと思います」と述べた。

協議された報告と議案は次の通りで、全ての議案が
満場一致で承認された。

【第1号報告】平成29年度事業計画報告の件
【第2号報告】平成29年度収支予算報告の件
【第1号議案】平成28年度事業報告承認の件
【第2号議案】�平成28年度収支決算並びに監査

報告承認の件
【第3号議案】任期満了に伴う役員改選の件

第１号議案・平成28年度事業報告承認の件では、
先ず会員推移について、今年３月末会員数は2,777社

（内賛助会員数126）で、昨年より76社減少したと発
表された。

続いて、本部・地区会・支部・部会等の会議が152
回開催され、税務や経営、一般教養等々、広い分野に
亘って開催された講演会や研修事業は74回、延べ
2,391名が参加するなど（親睦事業等を除く）、会員
の研鑽や地域社会に向けた当会の研修会活動などが報
告された。

また、第３号議案・任期満了に伴う役員改選の件で
は、64名（内新任10名）の理事候補者と、２名の監
事候補者が一人ずつ読み上げられ、全員が異議なく承
認されて、総会が閉会した。（６・７頁参照）

総会終了後に開かれた臨時理事会では、渡辺治夫氏
が会長に選任され、副会長８名も全員満場一致で選任
が決まった。

続いて行われた功労者表彰式では、総勢39名・５
団体に対して、会長表彰状と会長感謝状の贈呈、会員
増強功労者・厚生制度推進功労者への感謝状の贈呈が
行われた。（８頁に受彰者掲載）

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
特集　第５回通常総会開催
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平成29年度事業計画重点事項
1．公益事業
　⑴税知識の普及並びに納税意識の高揚を目的とする事業の開催
　　　○ 税務行政の円滑な運営に協力し税務・税制に関する説明会・研修

会の開催
　　　○ 『e-Taxの利用推進』『消費税期限内納付』『消費税軽減税率制度へ

の対応』等の広報活動及び関連事業の開催
　　　○租税教室の開催並びに支援・租税教育関連事業の開催
　⑵税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業の開催
　⑶地域企業の健全な発展に資する事業の開催
　⑷地域社会への貢献を目的とする事業の開催
２．その他事業��
　⑴会員増強
　⑵福利厚生制度等の推進
　⑶会員支援事業の開催
　　　○親睦会・異業種交流会等の開催

税と経営・社会貢献で公益の使命を果たす
ご来賓の祝辞では、横須賀

税務署 田中署長、神奈川県横
須賀県税事務所 久野副所長、
東京地方税理士会横須賀支部 
谷中支部長、横須賀市吉田市
長から、それぞれ当会に対し
て心強い激励の言葉を頂いた。

税と経営・社会貢献で公益の使命を果たす

                   平成29年度収支予算　　総会資料 正味財産増減計算書より

収　入　の　部 ＊公益事業費
　・税の広報活動・租税教育活動
　・研修会・講演会
　・社会貢献活動
　・会報発行など

＊収益事業費
　・異業種交流会
　・親睦事業
　・会員増強活動など

支　出　の　部

収入予算額
5,147万 会費収入

3,527万
68.5%

助成金
1,382万
26.9%

事業収入 43万 0.8%
受取負担金 113万 2.2% 雑収入他 82万 1.6%

公益事業費
3,429万
65.7%

収益事業費
1,080万
20.7%

管理費
707万
13.6%

支出予算額
5,216万

横
須
賀
税
務
署
長

�

田
中�

敏
法
氏

議
長
を
務
め
た

（
公
社
）横
須
賀
法
人
会

�

菅
原�

英
明
会
長

税
理
士
会
横
須
賀
支
部
長

�

谷
中�

英
司
氏

横
須
賀
県
税
事
務
副
所
長

�

久
野�

達
也
氏

横
須
賀
市
長
　
　
　

�

吉
田�

雄
人
氏

渡辺治夫新会長�プロフィール
１．公　職
　・神奈川県石油商業組合　理事長
　・神奈川県危険物安全協会連合会　会長
　・横須賀工業振興協同組合　理事長
　・横須賀地区警察官友の会　会長
　・横須賀商工会議所　副会頭　等
２．生年月日
　　　1947年（昭和22年）生まれ　亥年
３．趣　味　　犬・金魚・草花などの世話
４．血液型　　O型
５．座右の銘
　　　「人生はドラマ・ドラマは感動」

M I N A T O
特集　第５回通常総会開催
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借金1,200兆円のウソ
皆さん、日経新聞を読んで商売をしてはダメです。

日経新聞は、残念ながら経済記事だけが間違っていて
嘘ばかりです。

しかし、それを見抜いて将来どうなっていくのか読
み解くことも大切です。そのために経済学の知見が必
要だということです。

経済学の理論に従って未来を予測すると、大体当た
ります。未来を予想するためのツール、経済学を使っ
て経済ニュースの嘘を読み解いていくというのが私の
スタイルです。

世の中、モノとお金のバランスで成り立ちますので、
需要に対して数が少ないものは当然価値が上がりま
す。これがインフレです。しかし、どんな国でも人間
というのは毎年約２〜３%ずつ賢くなって、生産性の
改善があります。放っておいても、毎年より良いもの
がよりたくさん出来てしまうのです。

モノがどんどん増えていくのにお金を刷っていかな
いとお金の量が追い付かないのですが、日本では
1989年から日銀はお金を積極的に刷るのをやめまし
た。そして、むしろバブルを潰したり景気を悪くして
しまいました。モノが増えているのに、お金の量が足
りないとどうなるかというとお金の価値が上がりま
す。すると、将来も価値が上がりそうだからと、お金
を使わず貯め込んでデフレになります。

今の日本の財政状態を簡単に言うと、我が国には約
1,200兆円の借金がありますが、そのうち約400兆円
は日本銀行から借りています。そして資産は約700兆
円あります。内訳は土地が約200兆円とタンス預金が
500兆円です。

1,200兆円の借金があっても、日銀には返さなくて
いいわけですから、差引借金は100兆円ということに
なります。GDP（国内総生産）は約500兆円あります。

例えば、年収500万円のサラリーマンが100万円の
借金をして何が問題でしょうか。

教育国債という考え方
財務省は、少子高齢化が進んで日本は経済成長率を

上げる事ができないと言っていますが、それはウソです。
潜在成長率は３%あるのです。しかし、あまりにも

将来への投資をケチったので成長率が低いだけです。
儲かる投資はやった方がいいのです。

例えば教育事業です。教育は無形固定資産です。
教育は１投資すると４返ってきます。これは建設国

債と同様のモデルケースとして、教育国債を出すこと
ができるといわれています。

しかも、金利はマイナスですし、国債市場では国債
不足ですから発行したら一瞬で蒸発する勢いだと思い
ます。何でこんなに良い方法を財源として使わないの
でしょうか。

例えば、今話題の子ども保険は、そもそも保険では
なく、社会保険料に１%上乗せの増税です。それで出
てくる財源は年間3,400億円しかありません。教育無
償化をするのに５兆から10兆円かかると言われてい
ます。

ぜひ、財源には教育国債という手段を使ってほしい
ものです。これで税収も増えます。税収を増やすため
の手段は増税だけではありません。

日銀が、国債を400兆円も買ってもインフレ率が
２%にならないと、日経新聞は、金融緩和が効かない
と書きますが、どんどん買えばいいのです。それでイ
ンフレにならないのでしたら素晴らしいことです。な
ぜならお金をたくさん刷ることの唯一のペナルティは
インフレなのです。買い続ければ、どこかでインフレ
になりますけど、もともと国債の量が足りないのです。
年間160兆円しか国債が発行できませんし、そのうち
半分くらいは日銀が買っています。

財務省は、債務残高が増えると危険だといってなか
なか国債を発行しませんが、世界で２番目に大きい国
債のマーケットは日本なのです。

「
増
税
で
税
収
は
増
え
な
い
」
と
　

講
師
を
務
め
た 

上
念 

司
先
生

経済ニュースのウソを見抜け！
上念　司氏 講演会開催

総会講演会

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
総会講演会
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増税で税収は増えない
そして、日本政府は世界一お金持ちの国です。アメ

リカ政府の２倍持っています。アメリカは日本の人口
の３倍、GDPも３倍ですが、そのアメリカよりもお
金を持っているのです。

日本の財政再建は終わったのです。日本の財政破た
んというニュースは、会計帳簿から言っても統計デー
タから言っても経済理論から言っても間違っているの
です。日本のマスコミとそれに洗脳される議員と役所
そのものが間違っているのです。日本政府はもっとリ
スクを取って将来に投資をした方がいいのです。

会社の利益を増やすこと、従業員の給料を増やすこ
とが税収増につながるのです。税率を上げても景気が
悪くなるだけです。

さらに、皆さんが納税したお金をばら撒くために増
税するのでしたら到底納得できる話ではありません。

経済の掟に絶対に逆らうことはできません。デフレ
の原因は貨幣の供給不足であり、アベノミクスの第1
の矢である金融緩和は極めて適切なデフレ脱却政策で
したが、消費税８%への増税は、そのメリットを帳消
しにしてしまうくらい最悪の選択だったと言わざるを

講演会に参加した皆さん

得ないです。さらに、10%への再増税は絶対に避け
なければならないと考えています。

税率を上げたら税収は減りますから、税率を上げる
ことは反対です。増税しても税収が増えなければ景気
はよくなりません。本当の健全財政を行って欲しいも
のです。消費税増税はまったく意味がありません。デ
フレの原因はお金が足りないからで、もっと教育や国
防に使っていただけたらいいと思います。

 ― 以上　講演内容より抜粋 ―

祝 菅原会長 旭日双光章受章

５月11日、今年の春の叙勲で、
当会菅原英明会長が納税功労による
旭日双光章を受章した。

これは、横須賀法人会始まって
以来、横須賀税務署管内関係団体の
中でも初の栄誉で、法人会の歴史の
中で、県内でもわずか８人目という
受章。

菅原氏は、昨年10月に財務大臣
表彰を受け、この春の叙勲と相次ぐ
受章で、長年の法人会での功績が報
われ、ご自身の勇退に花を添えた。

法人会の様々な活動が国に認め
られた証でもあり、当会にとっても
大変価値のある受章である。

M I N A T O
総会講演会
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会長

湘南菱油㈱
渡 辺 治 夫

副会長・逸見支部長

㈲桜井商店

桜 井 邦 洋

副会長・三浦地区会長

㈲阪本伍一商店

出 口 光 一
副会長

㈲テス研

石 寺 住 男

副会長

東建設㈱
小 池 克 彦

副会長

㈱高橋タイル工業

高 橋 秀 一
副会長・総務委員長

㈱新都市警備

加 藤 裕 次

副会長

㈱鈴栄工業
鈴　木　　　透

副会長

ヤマグチマリーン㈱

半　澤　美恵子
理事・追浜東支部長

㈲日進モータース
細　谷　　　修

理事・北部地区会長・追浜支部長

㈲織田化粧品店
織 田 俊 美

理事・田浦支部長

森川機工㈱

森　川　　　久
理事・港南支部長

㈲鈴木燃料

鈴 木 孝 宏

理事・本町支部長

㈲グリーン商会

川 口 伸 一

理事・大滝小川支部長

㈲川島ガラス

川 島 典 男
理事・若松支部長

㈲お太幸

上 原 公 一

理事・中央第1地区会長
米が浜日の出支部長
幸商事㈱
岩　瀬　　　厚

理事・広報委員長・安浦支部長

㈲山口保険事務所
山 口 智 弘

理事・三春支部長

㈲神守建材社

神 守 陽 一

理事・中央第２地区会長・上町支部長

叶不動産㈲

田　口　穰一郎

理事・佐野支部長

㈱電研社

西　水　　　聡
理事・公郷支部長

松山商事㈱

松 山 慶 三

理事・南西地区会長・池上支部長

㈱片山建設

中 村 正 直

理事・森崎支部長

㈱湘南菱油瓦斯

中 村 徳 久
理事・大矢部支部長

湘南製餡㈱

望 月 真 澄

理事・内川支部長

㈱エコー産業

久 米 章 博

理事・東部地区会長・根岸支部長

㈱リヒロ

當 間 嗣 博
理事・大津支部長

㈱菅野電気工事

菅　野　佐代子

理事・浦賀東支部長

中台工業㈱

佐　藤　　　朗

理事・浦賀西支部長

㈲加藤工務店

加 藤 隆 夫
理事・久里浜東支部長

㈲朋友自動車商会

臼　井　　　尚

理事・南部地区会長・久里浜中央支部長

ジャパンクリエイト㈱

石 渡 清 文

理事・税制委員長・久里浜西支部長

三洋建設㈱

田 中 正 幸

　　　　　　 新役員です！ 
よろしくお願いいたします。

平成29〜30年度

（順不同・敬称略）

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
新役員名簿
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理事・北下浦支部長

㈲金井保険事務所

金 井 鐵 心

理事・西部地区会長・武山支部長

㈱ホンダカーズ

長 島 澄 雄

理事・長井支部長

㈲宮永建築
宮 永 修 一

理事・大楠支部長

㈱ユニワーク

根 岸 利 仁

理事・事業研修委員長

千代田商事㈱
福 西 定 敏

理事・厚生委員長

㈱ヤチヨ
鈴 木 孝 博

理事・組織委員長

㈱エビヤ
海老原　　　平

理事・青年部会長

㈱ロードサービス
飯　野　　　茂

理事・女性部会長

㈲マルカツ商事

平 野 弘 子
理事

㈱三春商会

益 子 健 一

理事

㈲森定商店

森　　　隆　雄

理事

関矢産業㈱
関 矢 和 吉

理事

㈱フロックス

蒲　谷　　　茂

理事

かながわ信用金庫

平 松 廣 司

理事

㈱和光商会
渡 邉 弘 一

理事

三洋㈱

清　水　　　格

理事

文明堂印刷㈱

渡 辺 隆 路

理事

㈲いづみタクシー
八 木 達 也

理事

㈱タテイシ建機リース

立 石 文 彦

理事

㈱不二環境サービス

久保田　康　雄

理事・三崎第１支部長

事代漁業㈱

寺 本 光 一
理事・三崎第2支部長

㈲丸石製作所
石 川 康 雄

理事・三崎第3支部長

㈲丸清製麺
石 毛 浩 雄

理事・南下浦支部長

㈱三浦観光バス
根 岸 孝 幸

理事・初声支部長

㈱浜名電工
鈴 木 康 仁

理事

㈱奥山工務店
奥 山 浩 司

理事

㈲プロフィット測量
市 村 健 彦

理事

㈲香山通産
香 山 厚 子

理事

丸福水産㈱

池　谷　　　隆

理事

㈲飯嶋開発
飯 嶋 直 樹

理事

㈲三浦衛生社

加 藤 隆 史

監事

関東化成工業㈱
大 竹 孝 憲

監事

三浦商工会議所
鈴　木　　　明

相談役

湘南ダイハツ㈱
菅 原 英 明

相談役

東京ガスライフバル飯田㈱
飯 田 昌 興

相談役

㈱横須賀魚市場
府　川　　　均

顧問

㈱エイヴィ

木 村 忠 昭

理事 ㈲プロフィット測量 市村健彦様におかれましては
去る６月25日にご逝去されました。
心よりお悔やみ申し上げご冥福をお祈りいたします。

M I N A T O
新役員名簿
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会長感謝状を受け取る　脊山幹生氏㊧

永年の功労・顕著な貢献を称え
39 名・5 団体に 会長表彰など授与

　第５回通常総会終了後に行われた功労者表彰式では、当会表彰規程により、退任役員の会長表彰、各委員会・支
部・部会等推薦の功労者の会長感謝状、並びに会員増強功労者・厚生制度推進功労者表彰で、総勢39名・５団体
が栄えある受彰となった。今年度受彰者は次のとおり。（順不同・敬称略）

1．退任役員（理事・監事）
菅原　英明・故髙戸　輝男・鈴木　一男・濱田　　徹
根津　幸男・山田　政春・飯田　昌興・府川　　均
佐藤　周一・千野　博孝

会 長 表 彰 状 表 彰

1．委員会
組織委員会　清水　弘美
2．支　部
追浜東支部　脊山　幹生 追 浜 支 部　竹永　純男
田 浦 支 部　長島　　久 逸 見 支 部　八田　　修
上 町 支 部　田邉　一三 佐 野 支 部　清水　一義
大矢部支部　大野　忠之 根 岸 支 部　杉山とも子
浦賀東支部　齋藤　正吉 久里浜東支部　伊藤　　優
久里浜中央支部　村松　義之

3．部　会
青 年 部 会　岩澤　義仁

会 長 感 謝 状 表 彰

1．個人表彰
金　賞　　菅野佐代子・石寺　住男
銅　賞　　菅原　英明・石渡　清文・内藤　義和
努力賞　　加藤　静子・奥山　浩司・鍵和田秀章

会 員 増 強 功 労 者 表 彰

1．優秀推進員
　大同生命保険㈱ 湘南支社 横須賀営業所
　　　森　恵理子・ニュースバム智子・小林　久美
　　　立川志保美
　AIU損害保険㈱ 横浜営業支店
　　　牧内　和之
　アメリカンファミリー生命保険会社 横浜総合支社
　　　熊谷　眞弓・門脇　仁美

福利厚生制度推進功労者表彰

全法連功労者表彰・県法連功労者表彰
　６月22日、第４回（一社）神奈川県法人会連合会通常総会並びに法人会功労者表彰式が、横浜ベイシェ
ラトンホテルで開催され、当会より次の７名の皆様が晴れの受彰となった。（順不同・敬称略）

１．（公財）全国法人会総連合 功労者表彰
氏　　名 役　職　等

松山　慶三
小池　克彦

理事・公郷支部長・広報委員
副会長

２．（一社）神奈川県法人会連合会 功労者表彰
氏　　名 役　職　等

菅原　英明
蒲谷　　茂
菅野佐代子
長島　澄雄
福西　定敏

相談役・前会長
理事・前厚生委員長
理事・大津支部長・組織副委員長
理事・武山支部長・税制副委員長
理事・事業研修委員長

2．団体表彰
金　　賞　大津支部・北下浦支部
特別表彰　大同生命保険㈱ 湘南支社 横須賀営業所
　　　　　AIU損害保険㈱ 横浜プロチャネル営業部
　　　　　アメリカンファミリー生命保険会社 横浜総合支社
　　　　　牧内　和之

＊＊＊総会議案書を差し上げます＊＊＊
法人会事務局までご連絡願います。

TEL046－825－7100

受
賞
者
の
皆
さ
ん
を
囲
ん
で

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
総会功労者表彰
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税理士による代理送信で e-Tax の利用を!!
（公社）横須賀法人会では、e-Taxによる申告・納税を推進しています。
税理士に依頼される際にも、ぜひ、e-Taxで『代理送信』をご利用下さいますようお願い致します。
まずは、お手元のパソコンから開始届けが提出できます。　http://www.e-tax.nta.go.jp
e-Taxの利用についてのお問い合せは、法人会事務局（TEL 825-7100）までお気軽にどうぞ。

e-Tax宣言!!

５．繰戻し還付が請求できる中小企業者等の範囲
　① 法人税法第２条第９号に規定する普通法人（投資

法人等を除く。）のうち、その事業年度終了の時に
おいて資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下
であるもの（注）又は資本若しくは出資を有しないも
の（保険業法に規定する相互会社及び外国相互会
社を除く。）

　　（注） 法人税法第66条第６項第２号又は第３号に規定する法
人（資本金の額若しくは出資金の額が５億円以上の法
人又は相互会社の100％子法人等）は除かれます。

　② 法人税法第２条第６号に規定する公益法人等又は
同法第２条第７号に規定する協同組合等

　③ 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなさ
れる次の法人

　　 認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、
法人である政党等、その他一定の法人

　④人格のない社団等

６．おわりに
　この制度の適用を受けることにより法人税と地方法
人税については還付されますが、法人住民税及び法人
事業税についてはそれぞれ別の取扱いとなりますので
注意が必要です。また、適用を受けようとする会社ご
とに事情が異なりますので、この制度若しくは欠損金
の繰越控除の制度の適用を受けるか等を判断する際は
税理士にお尋ねください。

１．制度の概要�
　この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事
業年度に欠損金額が生じた場合（以下、この事業年度を「欠
損事業年度」といいます。）において、その欠損金額をそ
の事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業
年度（以下、「還付所得事業年度」といいます。）に繰り戻
して法人税額の還付を請求できるというものです。
　ただし、この制度は、平成４年４月１日から平成30年
３月31日までの間に終了する各事業年度において生じた
欠損金額については適用が停止されていますが、⑴解散
等の事実が生じた場合の欠損金額及び ⑵中小企業者等の
平成21年２月1日以後に終了する各事業年度において生
じた欠損金額については現在適用が認められています。
今回は、⑵について説明します。

２．適用対象法人
　青色申告書を提出する法人

３．還付金額の計算
　次の算式により、還付金額を計算します。
　 （算式）「還付所得事業年度の法人税額」×「欠損事業

年度の欠損金額（注）」／「還付所得事業年度の所得金額」
＝「還付金額」

　　（注） 法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載
した金額が限度となります。また、分母の金額が限度
となります。

４．適用要件
　次の３要件全て満たす必要があります。
　① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度ま

での各事業年度について連続して青色申告書である
確定申告書を提出していること。

　② 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をそ
の提出期限までに提出していること。

　③ 上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによ
る還付請求書を提出すること。

Vol. 77

ポ イ ン ト
税 理 士 さ

ん の

ア ド バ イ ス
ワン

法人税の欠損金の繰戻しによる還付について
東京地方税理士会　横須賀支部 税理士　島﨑　創

にせ税理士に
注意してください！

東京地方税理士会横須賀支部

横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所３階

ＴＥＬ  0 4 6 ー 8 2 4 ー 4 1 9 3

に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
!!

M I N A T O
税理士会のページ



10

毎年７月は「算定基礎届」の提出月です。

　定時決定とは、被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年
１回、全被保険者の報酬月額を「算定基礎届」によって提出いただき、標準報酬月額を決めなおすものです。
　この算定基礎届を基に決定された標準報酬月額は、随時改定、産前産後・育児休業終了時改正がないか
ぎり、その年の９月１日から翌年８月31日まで適用されます。

定時決定

提出先 　 郵送にて日本年金機構神奈川事務センターに提出してください（算定基礎届が送付された封筒に
同封されている返信用封筒をご利用ください）。※

　　　　　日本年金機構　神奈川事務センター　〒220‐8557（番地等を記入しなくても送達されます）
照会先 　記入方法等についてのご質問は、横須賀年金事務所にお問合せください。

　　※ 年金事務所では、毎年、一部の事業所を対象に面談等による定時決定時調査を実施しています。調査
の実施にあたりましては、対象となる事業所に対し事前に通知させて頂きますので、郵送での提出はせ
ずに該当日時に調査実施場所へお持ちください。

提出先等

　日本年金機構神奈川事務センターより送付される届出書に、被保険者に支払われた4〜6月の報酬月額とそ
の平均額を記入のうえ提出してください。
　なお、提出が必要となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、以下のいずれかに該当する方
は提出の必要はありません。
　　①6月1日以降に資格取得した方
　　②6月30日以前に退職した方
　　③7月改定の月額変更届を提出する方
　また、70歳以上の被用者は、別途「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出する必要が
あります。

届出内容・算定基礎届の対象者

4,800万円超
400万円超4,800万円以下
48万円超400万円以下
48万円以下

申告・納付回数直前の課税期間の
確定消費税額（※3）

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）
年 4回（確定申告 1回、中間申告 3回）
年 2回（確定申告 1回、中間申告 1回）
年 1回（確定申告 1回、中間申告不要）（※4）

消費税期限内納
付

消費税期限内納
付

推進運動推進運動

実施中！実施中！

法人会

消費税の期限内

  納付を忘れず
に。

※1 基準期間の課税売上高が1,000
万円以下であっても、特定期間
の課税売上高が1,000万円を超
える事業者は、消費税の確定
申告が必要です。

※2 法人は課税期間終了の日の翌日から
2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月
31日までに消費税の申告と納付を
行う必要があります。

※3 地方消費税を含まない年税額をいい
ます。

※4 直前の課税期間の確定消費税額（地
方消費税を含まない年税額）が48
万円以下の事業者が、「任意の中間
申告書を提出する旨の届出書」を
提出した場合には、自主的に中間
申告・納付することができます。

消費税は消費者からの預り金的な性格を有する税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です（※1）。

期限を過ぎると延滞税がかかります。
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※3）に
応じて中間申告・納付が必要となります。

消費税には
申告・納付期限（※2）が

あります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方は
振替納税も
利用できます。

●法人会　消費税期限内納付広告2017　B6半/4C

日本年金機構横須賀年金事務所　厚生年金適用調査課
横須賀市米が浜1-4 Flos横須賀　　電話 046-827-1251（音声案内３）

お問い合わせ先

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
横須賀年金事務所からのお知らせ
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─ 広げよう会員の輪 ─
近くの会員企業を利用しましょう （平成29年4月〜6月　順不同・敬称略）

 会員紹介 新
支　部 法��人��名 代表者名 所　在　地 電　話 業　種

北部地区会
　追浜東 ㈱三恵工業 平林　祐樹 追浜東町1-66 866-6188 建設業
　追浜 山田　康夫
　逸見 ＊湘南信用金庫逸見支店 粕田　昌志 東逸見町2-81 823-1456 金融業
東部地区会
　森崎 ㈲イソベデンキ 磯部　好明 森崎1-13-1 836-4932 電気設備工事業
南部地区会
　大津 ㈱キムラ 木村　忠昭 大津町1-22-18 827-1588 不動産賃貸業
西部地区会
　武山 ㈱Sensor&Network 小山健二郎 光の丘3-2-1 TELEC横須賀 874-9010 情報通信業
三浦地区会
　三崎第３ ㈱双葉塗装
　＊は賛助会員です

先日、飲料自動販売機
（以下、自販機）の販売
額がピーク時の３分の２
に減ったというニュース
を耳にした。

自 販 機 は、1960年 代
から急速に普及し、99年

には販売額は3.1兆円まで拡大したが、その後減少
傾向に入り、ついに昨年は２兆円にまで減少した
とのこと。

飲料総研によれば、清涼飲料自体の出荷量はミ
ネラルウォーターやお茶等、健康志向に乗って堅
調で、コンビニやスーパー等の小売店による販売
額は伸びている状況から、自販機による出荷量だ
けが減少している形だ。

当然、自販機の出荷はウエイトも95年の48％（１
位）から、昨年はスーパーの38％に次ぐ29％にま
で落ち込み、３位のコンビニの22％の猛追を受け
ている状況となっている。

しかし、これだけ大苦戦を強いられている自販
機の「台数」はというと、驚くことにこの30年間
ほぼ250万台で変わっていないのである。

何故なのだろうか？販売サイドから見れば、人
手がかからないため低コスト、定価販売による高

広 報 の 窓
利 益 率、24時 間 稼 動 
等々、普通に理由を探っ
てしまうが、実は全く別
の視点からの需要があ
る。

昭和の日本、繁華街か
ら外れた裸電球の街灯が
点々としていた夜道に、
自販機の蛍光灯で暗い路
地を照らそうと、町内会
や自治会とメーカーが協
力して、日本全国の隅々にまで自販機が普及した
のは、「防犯効果」という理由があったことはあま
り知られていない。

また、実際に東日本大震災時にも大活躍したが、
最近の自販機は各メーカーとも災害時には無償提
供機能が備わっており、今後も「災害時の飲料水
確保」への貢献が大いに期待されるところである。

なるほど、少子化人口減により、近い将来訪れ
るであろうモノ余りの時代に、このように既存の
設備を本来の目的以外にも応用し、社会貢献に活
用していく観点は、間違いなく今から考え、備え
ていく必要がある、と 強く感じた次第である。

 広報委員長　㈲山口保険事務所　山口　智弘

●法人会は、創設60年を超える全国で80万社が加入する団体です。
●会社経営に役立つ税知識や経営情報を提供します。
●さまざまな業種の人と出会いは、新しいつながりとビジネスを生み出します。
●法人会への参加が税に関する提言や社会貢献の力になります。

会員募集中!

お問合せ：
法人会事務局

TEL 825-7100

なぜ？80万社の社長たちは『法人会』に入会したのか！

M I N A T O
新会員紹介・広報の窓
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